
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除（空き家の発生を抑制するための特例措置）の

「被相続人居住用家屋等確認書」
の交付申請の手引き

被相続人のお住まい（空き家）を相続した相続人が、相続開始の日から３年を経過する日の
属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合は、その
譲渡所得から3,000万円（相続した相続人の数が３人以上の場合は、2,000万円）を特別控除し
ます。

令和８年５月

相続

被相続人が住んでいた
家屋（※１）・その敷地

空き家 耐震改修
（耐震性がある場合は不要）

譲渡

相続

被相続人が住んでいた
家屋（※１）・その敷地

空き家

譲渡

更地

相続

被相続人が住んでいた
家屋（※１）・その敷地

空き家

譲渡

耐震改修

除却

＜別記様式１－１＞相続した家屋とその土地を耐震改修後に譲渡した場合。

＜別記様式１－２＞相続した家屋を除却後にその土地を譲渡した場合。

＜別記様式１－３＞相続した家屋及びその土地を譲渡後に、譲渡の日の属する年の
翌年２月15日までに耐震改修又は除却工事を行った場合。

控除を受けるための主な要件は以下のとおりです。

１）相続開始日（死亡日）から起算して３年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合。
２）令和９年12月31日までに譲渡した場合。
３）家屋や敷地の譲渡の対価の額が１億円以下であること。
４）家屋が昭和56年５月31日以前に建築されたものであること。
５）区分所有建物登記がされている建物でないこと。
６）相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。※
７）相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと。
８）家屋を譲渡する場合は、耐震基準に適合するものであること。
※一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等の施設に入所していた場合も対象になります。

（※１）昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。
（※２）家屋及びその敷地を相続した相続人が３人以上の場合は2,000万円。
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申請書及び必要書類について（チェックシート）
※確認書交付時の受け渡し方法が、郵送希望の場合、所定の郵便切手を貼付した封筒をご提出ください。

様式
1-1

様式
1-2

様式
1-3

国ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、
市役所等

譲渡日及び譲渡時の状態等により様式を選択してくだ
さい。 □ □ □

被相続人が居住
していた区の区
役所

被相続人が相続開始の直前まで当該家屋に居住してい
たこと及び相続開始日を確認します。
※マイナンバーは不要。 □ □ □

相続人がお住ま
いの市役所、区
役所等

死亡日から取壊日までの間、相続人が当該家屋に居住
していなかったことを確認します。
※譲渡日又は取壊日以降の住民票が必要です。
※被相続人の死亡日以降に居住地を２回以上移転して
いる場合、戸籍の附票が必要です。
※マイナンバーは不要。

□ □ □

ー 譲渡日を確認します。
また、契約の条件（特約等の内容）を確認しますの
で、全てのページのコピーが必要です。 □ □ □

法務局 当該家屋及びその敷地を取得した「相続人の数」を確
認します。
※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場
合は遺産分割協議書等が必要です。 □ □

法務局 当該家屋の取壊日を確認します。 □

(ⅰ) 法務局 ＜耐震基準に適合する場合＞
当該物件を相続した相続人の数を確認します。

(ⅱ) 法務局 ＜取壊し等を行った場合＞
当該物件を相続した相続人の数を確認します。

(ⅰ) 工事の施工業者 ＜耐震基準に適合する場合＞
当該物件が耐震基準に適合することとなった日等を確
認します。

(ⅱ) 法務局 ＜取壊し等を行った場合＞
当該物件の取壊日を確認します。

(ⅰ) 電力、ガス会
社、水道局等

(ⅱ) 仲介業者

取壊し業者等 当該敷地が建物又は構築物の敷地の用に供されていた
ことがないか確認します。
※撮影日が記載された写真が必要です。

□

つぎの（ⅰ）～（ⅱ）のいずれか

必要書類
（添付書類はコピー可）

入手先等 確認内容・注意事項等

チェック

「申請書」

被相続人の「除票住民票」

相続人（当該家屋または敷地等を相続した相

続人全員）の「住民票」

「不動産売買契約書」

「登記事項証明書」
※様式１－１の場合は当該家屋及び敷地
　様式１－２の場合は当該敷地

当該家屋の「閉鎖事項証明書」

つぎの（ⅰ）～（ⅱ）のいずれか

当該家屋及びその敷地の

「登記事項証明書」

□
当該家屋の「閉鎖事項証明書」
及びその敷地の「登記事項証明
書」

つぎの（ⅰ）～（ⅱ）のいずれか

「耐震基準適合証明書又は建設住宅
性能評価書」及び「耐震改修工事の
工事請負契約書」及び「工事費用の
請求書や領収書等」

□
当該家屋の

「閉鎖事項証明書」

電気、水道又はガスの使用中
止日（閉栓日、契約廃止日
等）が確認できる書類

当該家屋が事業の用、貸付けの用又は居住の用に供さ
れておらず、空き家であったことを確認します。
※閉栓日、契約廃止日等は相続開始日以降のものが必
要です。
※広告の場合、広告に「現況空き家」等の記載が必要
です。

□ □ □
仲介業者の広告
（宅建業者作成）

家屋、更地の写真



◆平成31年４月１日以降の譲渡において、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類が必要になります。

○チェックシートに沿って申請書・必要書類をそろえてください。

※不明な点がございましたら、お問い合わせ先（裏面参照）にお問合せください。

○申請書類一式を持って、予約日に申請先区役所（裏面参照）にお越しください。

  ※申請にあたっては、事前の予約をお願いします。

◆大阪市で確認書交付準備

（申請書受理後、申請先区役所において確認書発行に係る確認処理（７～１０日程度））

○確認書の発行（申請書の様式に市長印を押印したもの）

○窓口での受取を希望される場合

担当者が電話で連絡しますので

受取証と受領印を持参の上、窓口までお越しください。

○郵送での返送を希望される場合

返送用の封筒・切手を申請時にお預かりし、確認書発行後、

順次郵便等にて発送します。

市長名、押印

申請書及び必要書類についてWebサイトもご覧ください

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000406808.html

※確定申告の期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。

様式
1-1

様式
1-2

様式
1-3

(ⅰ) 入所施設等 要介護、要支援、障害支援区分等の認定を受けていた
ことを確認します。

□ □ □

(ⅱ) 入所施設等 施設の名称、所在地、種類等を確認します。

□ □ □

(A) 電気、水道又はガスの使
用中止日（閉栓日、契約
廃止日等）が確認できる
書類

電力、ガス会
社、水道局等

(B) 老人ホーム等が保有する「外
泊、外出等の記録」

入所施設等

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

「介護保険被保険者証」又は

「障害福祉サービス受給者証」
のコピー

「施設入所時の契約書」

(ⅲ) つぎの(A)または(B)のいずれか

被相続人が老人ホーム等に入所後から相続開始の直前
まで、当該家屋を一定使用し、かつ、当該家屋を事業
の用、貸付けの用又は居住の用に供されていなかった
ことを確認します。
※閉栓日、契約廃止日等は相続開始日以降のものが必
要です。
※外泊等の記録は、外泊先等が当該家屋であること。

□ □ □

必要書類
（添付書類はコピー可）

入手先等 確認内容・注意事項等

チェック



・申請の手続きは、原則窓口での対応になります。

・相続人が複数（共有名義）の場合は、相続人毎に各々申請書を作成する必要があります。

・本市では対象の物件が、相続時に空き家であったこと等を確認し、書類を発行しております。

・その他、特例措置の適用や確定申告の際に必要となる書類については、税務署にお問い合わせください。

お知らせ内容

申請先・お問い合わせ先一覧

申請・お問い合わせは、対象となる譲渡物件の所在する区の区役所までご連絡ください。

相談窓口にお越しになる場合は、必ず事前予約をお願いします。
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